
　地域の環境美化運動の一環として、村内全域を対象とした秋のクリーン作戦を
実施します。クリーン作戦は“自分たちのまちを自分たちの手できれいにする”活
動です。みんなで不法投棄やポイ捨てのない“きれいなまち”をつくりましょう。
回収の際は、燃えるごみと燃えないごみの分別にご協力をお願いします。

令和５年度令和５年度「東海村秋のクリーン作戦」「東海村秋のクリーン作戦」を実施しますを実施します

期日▼10月21日（土）※▽雨天の場合は翌日の10
月22日（日）に延期し、22日（日）も雨天の場合は
中止します。▽延期･中止の際は、当日の午前６
時30分に、防災行政無線放送で周知します。

時間▼午前７時～８時
場所▼村内全域
問い合わせ▼環境政策課生活環境保全担当
（☎282-1711 内線1451）

10 月 21 日（土）10 月 21 日（土）

【問い合わせ】政策推進課秘書広聴担当（☎282-1711 内線1301）

10月16日（月）～ 22日（日）は「行政相談週間」10月16日（月）～ 22日（日）は「行政相談週間」

めざそう 住みよい まちづくり 行政相談めざそう 住みよい まちづくり 行政相談

期日▼10月18日（水）、12月13日（水）、令和６年２
月14日（水）

時間▼午前10時～正午
場所▼消費生活センター（役場行政棟２階）
費用▼無料
その他▼事前予約が必要です。
申し込み▼月曜日から金曜日まで（祝日を除く）の

午前９時～午後５時に、政策推進課秘書広聴担当
　（☎282-1711 内線1301）へ申し込みください。

　下記の日程で、定例行政相談を実施しています。
困ったときは一人で悩まず、まずはご相談ください。

「定例行政相談」
　行政相談は、行政などへの苦情や意見、要
望を受け、その解決や実現を促進するととも
に、行政の制度や運営の改善に生かす仕組み
です。

●行政相談とは…

●行政サービスなどについて困ったとき
は… 行政相談委員にご相談ください

　行政相談委員は、住民の
皆さんの身近な相談相手と
して、国や県、村などの行
政活動全般に関する相談などを受け付け、そ
の解決のために活動しています。
　道路、河川、保健･医療、年金、戸籍など、
行政サービスについて、困っていることや
望んでいることはありませんか。そのよう
なときは、お気軽に行政相談委員にご相談
ください。
　相談は無料で、秘密は厳守されます。

総務省行政相談センター「きくみみ」
でも相談できます

☎0570-090110
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